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緊急事態宣言期間中における教育活動 について 

 保護者の皆様には、本校の教育活動に対するご理解とご支援をいただき、心より感謝申し上げます。 

緊急事態宣言を受け、横浜市教育委員会からの通知をもとに次のように教育活動を実施いたします。 尚、

今後の感染状況等により、学校における措置等を変更する必要がある場合は、改めてお知らせいたします。  

 

１．期 間    １月９日（土）から２月７日（日）まで 

 

２．授業の概要  

  ⑴ ９：００ SHR開始。８：３０以前には登校しないでください。 

  ⑵ 裏面の時程（「６．時程表」 参照）で行います。 

 

３．部活動 

  ⑴ 校内での活動を原則とし、平日のみ２時間程度、週３日以内とします。 

  ⑵ 土日祝日の活動及び朝練習は禁止します。 

  ⑶ 他校との合同練習、遠征や泊を伴う練習は禁止します。 

  ⑷ 大会等については、関東・全国大会及びそれにつながる大会のみ参加を認めます。  

 

４．その他 

〇1月 12日（火）の器楽・演奏法の授業（音楽コース）について 

    管楽器の生徒は楽器の持参をお願いします。ただし、吹くことを希望しない場合は持参しなくとも

かまいません。 

 

５．保護者・ご家庭へのお願い 

⑴ 生徒自ら感染予防に留意できるよう、基本的な感染防止対策を引き続きご指導ください。 

⑵ 検温・健康観察や担任・学校との連絡を丁寧に行っていただくよう、ご協力ください。 



 ⑶ 体調不良を感じた際には無理をせず登校を控えるようにしてください。 

  ⑷ 家族や同居人の方等が、新型コロナウイルス感染症の感染に疑いがあり、PCR検査等を受ける

必要が生じた場合、検査結果が判明するまでの間、生徒の登校を控えて、家庭で健康観察をし

ていただくよう、ご理解とご協力をお願いします。 なお、生徒は「欠席」とせずに「出席停

止」とします。 
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学校においては、これまでも生徒の安全・安心な教育活動のために、様々な感染拡大防止措置を講じ 

てまいりましたが、市中の感染拡大傾向を踏まえ、改めて、「横浜市立学校の教育活動の再開に関する 

ガイドライン」等に基づき、感染予防のための取組を徹底してまいります。 
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